
優良産業廃棄物処理業者育成支援講習会のご案内

裏面の「参加申込書」に必要事項を記入のうえ、（一社）山口県産業廃棄物協会
事務局へＦＡＸでお申し込み下さい。

〇優良産業廃棄物処理業者の認定取得に向けて（取得手順を中心に）

◆ 無料◆ 無料

◆ 廃棄物処理法に基づく山口県知事又は下関市長の許可を受けた産業廃棄物処理業者
◆ 産業廃棄物排出事業者

２ 優良廃棄物処理の実務について

１ 廃棄物処理法のポイントと動向について
（講師：山口県担当者）

３ 特別講演 廃棄物管理業から見る優良産業廃棄物処理業者の意義

令和５年度 山口県委託事業

山口県の委託により、優良産業廃棄物処理業者育成を促進し、廃棄物処理法等の法令を遵守し
産業廃棄物の適正な処理を推進するとともに、不適正処理の未然防止を図ることを目的として、
以下のとおり講習会を開催します。

【１】講習内容

【２】受講 料

【３】受講対象

【４】会場・開催日・開催場所・募集定員・開催時間
※受け付けは講習会開始30分前から行います

開催日 開 催 場 所 定員 開催時間会 場

宇部会場 10月１９日(木)

10月２０日(金)

13：00～16：30

13：00～16：30

150

150

宇部市文化会館（文化ホール）

宇部市朝日町8番1号 ☎:0836-31-7373

周南市学び・交流プラザ（多目的ホール) 

周南市中央町4番10号 ☎:0834-63-1188

【５】申込方法

〒753-0814 山口市吉敷下東1-3-24 山陽ビル吉敷第２（一社）山口県産業廃棄物協会 担当：德重、中村

TEL:083-928-1938 FAX:083-928-6513 e-mail ：ysanpai@room.ocn.ne.jp

申し込み・問い合わせ先

①廃棄物処理法の概要と国の動向 ②廃棄物処理の実務（産業廃棄物管理票、処理委託契約）

③不適正処理事案から学ぶ適正処理 ほか

講
師

内

容

産業廃棄物適正処理のマスコット
「てき丸君」

▶産業廃棄物排出業者に廃棄物の適正処理に向け廃棄物の発生状況の把握、保管、運搬
及び処分に係るリサイクルフローの構築・提案を行う、廃棄物管理業の立場から見た、
優良産業廃棄物処理業の意義について、長年産業廃棄物の適正処理の推進に法令遵守の
立場で培った豊富な経験も含め、講演を行っていただきます。

（講師：山口県担当者 ほか）

周南会場

別添―１

株式会社イーコス 顧問 石渡正佳氏

申込〆切 令和5年10月13日（金）

○優良認定を取得した事業者による体験発表



（一社）山口県産業廃棄物協会事務局 宛

申し込み・問い合わせ先
〒753-0814 山口市吉敷下東1-3-24 山陽ビル吉敷第２ （一社）山口県産業廃棄物協会 担当：德重、中村

TEL： 083-928-1938 FAX：083-928-6513 e-mail ：ysanpai@room.ocn.ne.jp

受講票は送付しません。 当日この参加申込書を会場受付にご提示ください。

なお、申込の受付は先着順に行います。１０月13日（金）までに、ＦＡＸで お申込み下さるよう

お願いします。 ※定員に達した場合は事務局からご連絡いたします。

（ＦＡＸ ０８３－９２８－６５１３）

令和５年度優良産業廃棄物処理業者育成支援講習会 参加申込書

令和 ５ 年 月 日

（注）いずれの会場でも、受講いただけます。

参 加 者 氏 名 参 加 希 望 会 場

◆参加者氏名を記入の上、参加希望会場名の□にチェック(□) を入れて下さい。

◆申し込みの際は、下記の事項を記入し、該当する□ にチェック(□) を入れて下さい。

□周南会場 □宇部会場

事 業 所 名

事 業 区 分

産廃協会加入状況

各種団体加入状況
（産廃協会以外）

そ の 他

事業所所在地

□ 私は、山口県産業廃棄物協会員です。（□正会員 □賛助会員）

□ 私は、山口県産業廃棄物協会員ではありません。

□ 建設業協会 □ 医師会 □ 歯科医師会 □ 病院協会 □ 経営者協会

□ 商工会連合会 □ 商工会議所連合会 □ 中小企業団体中央会

□ その他（ ）

□ 環境マネジメント導入済み（□ ea21 □ ISO14001）

□ 電子マニフェスト導入済み □ 優良認定に必要な情報の開示済み

□ 産業廃棄物処理業者（□収集運搬業 、□中間処理業、□最終処分業)

□ 産業廃棄物排出事業者（□建設業、□製造業、□医療関係 など）

□ その他（ ）

E-mail 

□周南会場 □宇部会場

□周南会場 □宇部会場

□周南会場 □宇部会場

〒 ＴＥＬ： ＦＡＸ：


